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１ 広域調和・地域連携型の都市構造を形づくる交通幹線網の整備をめざし

ます 
 
（１）広域調和・地域連携型の都市構造を形づくる体系的な鉄道網の整備のあり方 

 
・成熟社会における持続可能なまちづくりを進めるために、「広域調和・地域連携型」の都市構造

の形成に資する、広域交通ネットワークの形成、さらに、都市の再生や活力を高める市内の幹

線交通ネットワークの形成をめざして、新線整備や新駅設置により市域内の鉄道アクセスの向

上をめざします。 
・新幹線や空港等、高速交通機関へのアクセス向上や臨海都市拠点へのアクセス向上、既存鉄道

の混雑緩和の促進により、市域の基幹的鉄道網を強化し、市内交通の円滑化と市民の利便性向

上をめざします。 
 
（２）鉄道網の整備 
 

①新線整備 
 
・首都圏における広域鉄道網の形成を促進するため、川崎縦貫高速鉄道線（新百合ヶ丘～武蔵小

杉）の整備に向けた取組を進めるとともに、小田急多摩線との相互直通運転をめざします。 
・川崎縦貫高速鉄道線のⅡ期整備（武蔵小杉～川崎）及び京急大師線との相互直通運転について

検討を進めます。 
・臨海部の再生や都市活力の向上に寄与することをめざして、ＪＲ東海道貨物支線の貨客併用化

や川崎アプロ－チ線等、臨海部における鉄道網の検討を進めます。 
・横浜市営地下鉄 3 号線の延伸について、関係機関と協議を進めます。 

 
②新駅整備 
 
・武蔵小杉駅のターミナル性や都市機能の向上を図るＪＲ横須賀線武蔵小杉新駅の整備を進めま

す。 
 

③複々線化等による輸送力増強の支援 
 

交交通通体体系系  Ⅱ

 
 

１ 広域調和・地域連携型の都市構造を形づくる交通幹線網の整備をめざします 
 
２ 快適な生活を支え、安全に安心して移動できる地域交通環境の整備をめざしま

す 
 

３ 生活環境を守り、環境に優しい道路環境整備と交通施策をめざします 

 

まちづくりの基本的方向 
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・東急東横線（多摩川駅～大倉山駅間、完成区間多摩川駅～武蔵小杉駅、既着手区間武蔵小杉駅

～日吉駅）、東急田園都市線（二子玉川駅～鷺沼駅間、既着手区間二子玉川駅～溝の口駅）、小

田急小田原線（和泉多摩川駅～新百合ヶ丘駅間、既着手区間和泉多摩川駅～向ヶ丘遊園駅三線

化）の複々線化等、鉄道事業者による輸送力増強を促進します。 
 
（３）広域調和・地域連携型の都市構造を形づくる幹線道路網のあり方 
 

①都市の骨格形成のための幹線道路 
 

・首都圏の多核的な都市構造の形成を支援し、本市の拠点性と都市機能の向上を図るため、広域

的な交通機能の強化や隣接都市との連携強化などを推進し、都市の骨格形成を図る幹線道路網

の整備をめざします。 
 

②拠点形成や地域のまちづくりのための幹線道路 
 

・都市拠点の形成を支援するとともに、拠点の整備効果を他の地域にも効果的に波及させながら、

都市機能の向上や地域生活ゾーン相互の連携を推進し、土地利用とバランスの取れた地域のま

ちづくりを支援する幹線道路網の整備をめざします。 
 

③円滑な道路交通のための幹線道路 
 

・市民生活や経済活動を支える人、モノ、情報の交流や連携を促進することにより、都市の魅力

や活力の向上を図り、持続可能な社会を実現するため、道路の混雑緩和を図り、道路交通の円

滑性を高める幹線道路網の整備をめざします。 
 
④歩行者等の安全性・快適性向上のための幹線道路 

  
・高齢者や障害者を始め、誰もが安心していきいきと暮らせる生活空間の形成や安全・快適に移

動できる道路環境を形成するため、生活道路や歩道空間などの安全性・快適性向上を図る幹線

道路網の整備をめざします。 
 
⑤公共交通の利便性向上のための幹線道路 
 
・本格化する高齢社会において、市民生活を支える身近な交通手段である公共交通の利便性の向

上を図るため、バス等の走行環境の整備・改善を図る幹線道路網の整備をめざします。 
 
⑥都市防災性向上のための幹線道路 
 
・大規模な災害時にも、被害を最小限に抑え、迅速な救援・復旧活動により、市民の生命と財産

を守り、都市機能の早期回復を図ることができるよう、都市の防災性向上を図る幹線道路網の

整備をめざします。 
 
⑦景観形成のための幹線道路 
 
・誰もが安心・快適に日常生活を送るために、環境と調和した良好な道路景観づくりや道路緑化

による緑のネットワークを形成するため、都市の環境・景観形成を図る幹線道路網の整備をめ

ざします。 
 
⑧環境対策のための幹線道路 
 
・地球温暖化や大気汚染などの様々な環境問題に直面する中で、自動車交通による環境負荷やエ

ネルギーの過剰消費の低減などを図るため、自動車の走行性向上を図る幹線道路網の整備をめ

ざします。 
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⑨道路の特性と機能に応じた体系的な幹線道路網の構築と都市計画道路の見直し 
 
・幹線道路は、人や自動車交通などの処理を担う「交通機能」を始め、防災機能や供給施設収容

等の「空間機能」、さらには都市構造や街区の形成などの「市街地形成機能」など、多様な機能

を有する根幹的な都市施設であり、それぞれの道路が分担すべき機能に応じて体系的な幹線道

路網の構築をめざします。 
・都市計画道路網について、社会経済情勢の変化や将来都市構造を踏まえ、長期未着手の路線の

廃止を含めた見直しや必要な新規路線の検討を行い、体系的な幹線道路網の構築をめざします。 
 

区分 交通機能 配慮すべき機能（環境・防災・安全） 
ａ）広域幹線道路 

（自動車専用道路

等） 

・自動車の通行に特化し、広域交通を

大量かつ高速に処理する道路 
・沿道の市街地環境に配慮した道路構

造 
 

ｂ）幹線道路 

 
・隣接都市拠点や市内の拠点間を連絡

し、各地区間の交通を集約して処理

をする市街地の骨格を形成する道路 
 

・歩車分離等により、歩行者や自転車

が安全・快適に通行できるよう配慮 
・道路緑化や景観形成のための環境空

間の形成に配慮 
・延焼遮断帯や避難路等としての利用

など防災空間の形成に配慮 
 

ｃ）補助幹線道路 

 
・幹線道路に囲まれた区域内におい

て、外周の幹線道路を補完し、区域

内に発生集中する交通を効率的に集

散させる道路 
 

・歩行者や自転車が安全・快適に通行

できるよう配慮（道路幅員によっ

て、歩車分離、歩車共存の道路構造

とする） 

ｄ）区画道路（生活

道路） 

・街区内の交通を集散させるととも

に、宅地への出入交通を処理する、

日常生活に密着した道路 

・歩行者や自転車が安全・快適に通行

できるよう配慮（道路幅員によっ

て、歩車分離、歩車共存の道路構造

とする） 
 

ｅ）歩行者専用道路 ・歩行者の通行のための道路 
 

・歩行者が安全・快適に通行できるよ

う配慮 
 
（４）広域幹線道路網の整備 

 
・首都圏の広域道路網を形成し、本市の都市機能を強化する、川崎縦貫道路Ⅰ期（浮島～国道 15

号線）の整備を促進します。 
・広域的な交通結節点である羽田空港と市内幹線道路網を連絡し、広域的なネットワークを強化

するとともに、川崎臨海部の都市機能強化や神奈川方面からの空港アクセスを向上させる羽田

連絡道路と臨海部幹線道路の整備をめざします。 
・川崎縦貫道路（高速川崎縦貫線）Ⅱ期（国道 15 号線～東名高速道路方面）は、将来の高速道路

ネットワーク形成の動向を見定めながら、東京外かく環状道路の東名高速道路以南との調整を

含めた幅広い検討を行い、ルート・構造等の見直しを進めます。 
 

（５）市域の各拠点を結ぶ幹線道路網の整備 
 
①効率的、効果的な幹線道路網の整備 

 
・幹線道路の整備にあたっては、「広域調和・地域連携型」の都市機能の形成に資する路線を優先

して整備するとともに、拠点地区における再開発や、土地利用転換を支える路線、鉄道駅への

交通アクセスの改善に重点を置いて進めます。 
・特に、比較的整備の遅れている縦方向の幹線道路や、市北部の幹線道路の整備を推進します。 
・臨海部における都市間連携と臨海部の再編整備を進めるために、臨港道路東扇島水江町線等の
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整備や、臨海部の交通の円滑化に資する幹線道路の検討を進めます。 

・道路整備にあたっては、道路整備の事業効果を早期に発現させ、その効果がまちづくりに波及

するような進め方へ転換していくために、「道路整備計画」に基づき、効率的な投資による効果

的な整備を進めます。 
・既存道路を有効に活用した都市計画道路機能の分担・代替や地形条件、沿道状況等との整合性

を考慮し、事業化の動向を踏まえながら、必要に応じて都市計画道路の見直しを行うなど、効

率的・効果的な幹線道路の整備を進めます。 
・長期の事業期間を要している道路については、事業効果を早期に発現させるために、集中的な

整備を行います。 
 
②幹線道路を補完する道路の整備・改良 
 
・幹線道路以外にも、路線バスの運行や鉄道駅への交通アクセス等、幹線道路の機能を補完し、

区域内に発生集中する交通を効率的に集散させる道路があります。これら地域内で重要な役割

を果たしている道路についても、体系的な幹線道路網の考え方に従って、地域の実情に応じた

道路整備や道路改良に努めます。 
 

（６）交通ボトルネックの解消 
 
・幹線道路における渋滞箇所の先行的解決を図るために、ボトルネックとなっている交差点の改

良に努めます。 
・産業道路踏切などの渋滞を解消するために、京急大師線の連続立体交差事業を進めます。 
・京急大師線の進ちょくを見極めながら、ＪＲ南武線の連続立体交差化を検討します。 
・通勤通学時における踏切遮断の長時間化や、歩行者横断の安全性が課題となっていることから、

鉄道事業者との連携により、踏切横断対策を検討します。 
 

２ 快適な生活を支え、安全に安心して移動できる地域交通環境の整備をめ

ざします 
 

（１）公共交通機関網の整備 
 

・公共交通機関網の利便性向上に向けた取組の推進により、過度に自家用自動車に依存しない交

通体系の確立と、利用者が安全に安心して、快適に移動できる地域交通環境の形成をめざしま

す。 
・ターミナル駅における鉄道間の乗り継ぎを円滑化し、鉄道利用の利便性や快適性を向上させる

ため、駅施設の改良を促進します。 
・鉄道とバスの乗り継ぎを円滑化し、利便性や快適性を向上することにより公共交通機関の利用

促進を図るとともに、駅を中心とした拠点を形づくるために、市街地整備や土地利用転換と連

携した交通広場の整備や交通アクセス環境の改善を図ります。 
・市域を縦貫するＪＲ南武線については、輸送力の増強や、利用しやすい運行ダイヤ等への改善

を鉄道事業者に働きかけ、利便性の向上に向けた取組を促進します。 
 

（２）地域交通の改善とバス交通の利便性の向上 
 
・公共交通機関の利用促進により、交通渋滞の緩和や環境負荷の低減を図るとともに、市民生活

を支える地域の足を確保していくために、市民と事業者、市が連携・協力し、地域特性や利用

者ニーズ等を踏まえた地域交通の改善に取り組んでいきます。 
・特に、鉄道新線等の整備にあわせた路線バス網の再編等、事業者による地域に密着した地域交

通の計画・運営・運行を促進します。 
・地域交通サービスの向上を図り、路線バス等の安全な走行環境を確保するために、道路環境の

改善に努めます。 
・坂が多い丘陵地や路線バスの利用が不便な地域等において、市や事業者と連携して、新しいコ
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ミュニティ交通の運営や検討を行う市民の主体的な活動を支援します。 

 
（３）バリアフリーの推進 

 
・誰もが安心して安全に暮らし、移動できるまちをめざして、交通結節点となる主要な鉄道駅

（川崎駅、武蔵溝ノ口駅、武蔵小杉駅、新百合ヶ丘駅）周辺は、「交通バリアフリー法重点整備

地区」として、鉄道駅施設やバスターミナル等の旅客施設のバリアフリー化を促進するととも

に、駅周辺の公共公益施設等への主要な移動経路のバリアフリー化に努めます。 
・４地区以外のバリアフリー対策として、バリアフリー化にあたっての基本的な考え方を取りま

とめたガイドラインを策定し、市民・事業者と連携して、交通施設や道路空間の改善に努めま

す。 
・不特定多数の人が利用する公共的な施設などが、高齢者や身体障害者にとって利用しやすいも

のとなるように、「福祉のまちづくり条例」に基づく取組を推進します。 
・鉄道駅施設やバス等の交通施設について、エレベーターの設置やノンステップバスの導入など、

バリアフリーに対応した施設の改善を促進します。 
・歩道の整備、歩車共存の生活道路の整備にあたっては、地域の特性を考慮し、バリアフリーに

配慮した整備に努めます。 
 

（４）生活道路の安全性・快適性の向上 
 
・住宅地内の生活道路は、自動車の円滑な通行に重点を置いてきた道路整備から、歩行者や自転

車利用者の安全性・快適性の確保に軸足を移し、相互の適正なバランスを図り、地域の特性に

応じた取組を進めます。 
・生活道路の改善にあたっては、道路整備と交通規制を組み合わせた安全対策を交通管理者との

連携により進めるとともに、地域の課題を的確に反映させるため、計画段階から市民との協働

による取組を進めます。 
・生活道路の安全性の確保に向けて、歩行者・自転車のネットワークや利用者のニーズを考慮す

るとともに、歩行者・自動車等の交通量が多く、一定の幅員が確保されている道路については、

歩車分離を図るための歩道、自転車歩行車道の設置に努めます。 
・歩車分離ができない道路については、通過交通の排除や自動車の速度を抑制するため、交通安

全施設の設置や道路構造の工夫などの安全対策に努めます。 
・交通事故の発生割合の高い地区を中心に、交通安全施設や速度抑制、路側帯の設置、段差の解

消など総合的な交通安全対策に、交通管理者と連携して取り組みます。 
 

（５）駐車・駐輪対策 
 
・大規模な商業施設等、多くの集客がある施設等の立地について、「建築物における駐車施設の附

置等に関する条例」等による駐車場の設置を誘導し、利用しやすい交通環境の整備を進めます。

特に、川崎駅周辺地区は、「駐車場整備地区」に位置づけ、公共駐車場と民間駐車場との連携に

よる適正な利用環境を整備します。 
・安全で快適な自転車利用環境と安全な歩行者空間を確保するために、放置自転車問題を地域の

課題としてとらえ、鉄道事業者等による自転車等駐車場の整備や再開発などの機会をとらえた

整備を促進し、市民や事業者の協力を得ながら、自転車等駐車場の整備を推進します。 
・駅周辺における自転車等駐車場の整備にあわせて、「自転車等放置禁止区域」の拡大を進めます。 
・一定規模以上の商業施設等の新築・増築に際して、「自転車等駐車場の附置等に関する条例」に

より自転車等駐車場の設置を促進します。 
・増大する自転車利用と駅前の放置自転車対策に対応するため、効率的に自転車を利用できる

様々な仕組みの検討を市民と共に進めます。 
・駅周辺や商業施設周辺等の放置自転車問題に対応するため、行政、住民、事業者等が協力して、

わかりやすい自転車等駐車場の案内板の設置や情報提供を行い、自転車等の利用マナーの向上

に取り組みます。 
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案 
３ 生活環境を守り、環境に優しい道路環境整備と交通施策をめざします 
 
（１）環境に配慮した道路整備と幹線道路沿道の環境対策 
 

・一定幅員以上の幹線道路の整備にあたっては、周辺市街地への環境影響を低減するため、道路

緑化を進めるとともに、低騒音舗装等の道路構造の改善に努めます。 
・道路沿道の環境改善を図るため、沿道環境改善事業の推進に努めます。 
 

（２）交通環境対策と交通需要管理施策 
 
・交通需要管理（ＴＤＭ）手法を活用し、地域の特性に応じた交通量・交通流対策を関連機関と

の連携により実施し、自動車からの汚染物質の排出量を削減することにより道路沿道の環境改

善に努めます。 
 


